
平成30年3月15日発行（毎月15日発行）　
通巻595号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

宅建NEWS

TOMORrOW

osaka

PCからは

協会ＨＰに簡単アクセス協会ＨＰに簡単アクセス

検索大阪宅建協会

平成 30年 3月 15日発行（毎月 15日発行）　通巻595号　平成元年 8月 23日　第 3種郵便物認可
編集・発行人／阪井一仁　発行責任者／大西順子
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価 50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。 「メジロと梅」撮影： ㈱エルム不動産　木村　恵吉さん（新大阪支部）「メジロと梅」撮影： ㈱エルム不動産　木村　恵吉さん（新大阪支部）

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会（一社）大阪府宅地建物取引業協会（一社）大阪府宅地建物取引業協会宅建NEWS

TOMORrOW

osaka

2018
33月号月号20182018

たくっち通信
大阪宅建が
「2025年国際博覧会の大阪誘致活動」

オフィシャルパートナーに就任！
　2018年11月の開催地決定まで、大阪府への万博誘致活
動を展開していきますので、皆さま応援よろしくお願いし
ますっち☆

vol.４

『そこまでやるか！大阪宅建　　　　ビジョン実現への道』『そこまでやるか！大阪宅建　　　　ビジョン実現への道』　　　

　   不動産出張授業
　   「はじめての一人暮らし（賃貸編）」を開講‼
　大阪宅建ビジョンの５大戦略の1つである不動産
出張授業を、大阪府立平野高等学校２年生の全クラ
スを対象に、1月31日（水）及び２月２日（金）の２日
間にわたり開講しました。
　講師は、大阪宅建の研修委員長及び研修インスト
ラクターである長尾敏春氏。住まい探しのポイント
から一人暮らしに伴うマナーや金銭管理の注意点等
をはじめ、講師の実体験をもとにした一人暮らしに
まつわる授業を展開しました。
　受講した生徒にアンケートを実施したところ、約
8割の生徒から「家賃の話がよくわかった」、「親身
になってもらえる担当者に住まい探しをお願いした
い」、「一人暮らしをはじめるときに授業を思い出し
て実践したい」、「もっと色々聞きたかった」等の感
想が寄せられ、さらに不動産取引や宅建業について
も興味を持っていただくことができました。

初 　  「たくっちビジネス交流会　
　　 仕事につなげよう ～縁～ 」を開催‼
　会員企業と他業界とをつないでビジネスチャンス
を生み出すため、大阪宅建の初めての試みとして、
青鳩会主催「たくっちビジネス交流会　仕事につな
げよう～縁～」を、２月23日（金）大阪国際会議場に
て開催しました。

　総勢218名（会員：185名、一般：33名）が来場し、
51社の出展企業・団体から商品のPR説明を受けた
り、名刺交換をする等活発に交流が行われました。
また、同時に開催された業態別講演会は各回大盛況
でした。
　来場者の方からは、「知見が増え、参考になった」
「ビジネスにつながる」といったご意見や、出展者か
らは、「たくさんの方にサービスを紹介できた」「大
変反響があった」といったご感想を頂きました。
　青鳩会ではこれからも、大阪宅建会員のビジネス
をサポートしていくための会員支援活動を行なって
いきます。

初
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第10回理事会・幹事会合同会議　報告
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第10回理事会･幹事会合同会議

【日時／場所】
１月29日（月）15：45 ～
大阪府宅建会館　２階大会議室

【審議事項】
■ 新入会員承認に関する件

正会員24名､ 準会員Ａ５名をそれぞれ承認
■ 保証協会・平成30年度事業計画（案）に関する件

原案どおり承認
■ 保証協会・平成30年度予算（案）に関する件

原案どおり承認
■ 定款施行規則の一部改正に関する件

準入会制度廃止に伴う文言変更及び削除につい
て、原案どおり承認

■ 倫理規程及び倫理綱領の一部改正に関する件
準入会制度廃止に伴う文言変更及び削除につい
て、原案どおり承認

■ 2025年国際博覧会の大阪誘致活動に関する件
オフィシャルパートナーとして参加することを
承認

【報告事項】
■ 行政処分（免許取消）による会員資格喪失者につ

いて
■ 廃業等による会員資格喪失者について
■ 宅建協会・平成30年度事業計画（案）について
■ 宅建協会・平成30年度予算（案）について
■ 平成30年・31年度代議員選出数・理事候補者

数について
■ 関連団体報告
■ 各委員会報告

1 第10回理事会・幹事会合同会議　報告

1 information

2 大阪府からのお願い

3 【重要】大阪宅建協会　重要事項説明書・
契約書廃止について

4 業務フォローアップ講習のご案内

5 新入会員（12月度）

5 クロスワードに挑戦‼

6 新入会員（１月度）

7-8 大阪宅建の動き

8 顧問弁護士による無料相談

9 関連団体の動き

10 宅建業人権推進員　養成講座のご案内

11-12 広報活動等アンケート　ご協力のお願い

13 不動産流通関連サイトのお知らせ

14 本部事務局各種問い合わせ先一覧

裏表紙 そこまでやるか！大阪宅建

information
■宅地建物取引士試験対策講座　受講生募集中！

　～ 大人気講座のため、お申込みはお早目に ～

　4月17日（火）～ 10月9日（火）の週２回（火・
金）、大阪府宅建会館において、資格のスクー
ルＬＥＣの教材とプロの講師による「宅建士試
験」合格対策講座を開講します。
　全48回の講義に加え、欠席時も安心の「Ｗeb
フォローシステム」で、学習の場所と時間を選
びません！
　詳しい講座内容は、本誌同封の受講申込票を
ご確認下さい。

　お申込みの際は申込票をFAX（06-6809-4462）
いただくか、下記QRコードをス
マートフォン等で読取り、受講
申込フォームよりWeb申込みを
お願いします。

　  　Web申込みはこちらから ▼

2018  3月号



詳しくは、大阪府 Web サイトをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/asbesto/index.html
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　ご存知の通り、「アスベスト使用調査の内容」は、

宅建業法第35条の規定に基づき、建物の売買交換、

貸借における関係者の利益保護の観点から、重要事

項説明の対象になっています。説明の機会の際には

所有者・管理者に対して、アスベスト使用調査や対

策、またアスベスト被害の甚大さや未然に防ぐ等の

必要性についてお知らせくださるようお願いします。

　下記に該当する建物には、建築基準法で規制され

ている吹付けアスベスト等が使われている可能性が

高いです。

建物が建てられた年代 構造

昭和31年～平成18年頃 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

News大阪府からのお願い

アスベスト使用調査や対策の必要性について説明をお願いします
建物に使われている吹付けアスベスト等により、建物利用者が健康障害を起こした事例が

　多く発生しています。その場合、所有者の責任が問われます。

建物取引業を営む皆様から
所有者・管理者に対して

※吹付けアスベスト以外の吹付塗装や断熱材・
保温材といったアスベスト含有材も他法令で
は規制の対象になっていますので、注意が必
要です。

吹付けアスベスト
（例：鉄骨材の耐火被覆）

【所有者・管理者にお願いしてほしいこと】

アスベストの使用有無や劣化状態等について、早めの調査依頼を！

【問合せ先】
大阪府内建築行政連絡協議会　事務局

（大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築安全課　監察・指導グループ）
電話：０６－６９４１－０３５１（内４３２６）

※「大阪府内建築行政連絡協議会」とは、大阪府内の特定行政庁等で組織している協議会
　（大阪府内の特定行政庁は、大阪府、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、
　守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、
　和泉市、羽曳野市）

アスベストの使用が確認できた場合は、すみやかに除去等の対策工事を！
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【重要】  大阪宅建版　契約書・重要事項説明書等
 書式の廃止について ＜全宅連版書式への移行のお願い＞

【書式に関する各種問合せ受付窓口の電話番号】　
＜書式のダウンロードや操作方法について＞　法務部：０６－６９４１－８１９７　
＜書式の書き方について＞不動産無料相談所：０５７０－７８３－８１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月曜～金曜：10：00 ～ 11：30、13：00 ～ 15：30）

＜書式の内容改善等の要望事項について＞：０６－６９４３－０６２１（代表）

　平成30年3月31日をもちまして、大阪宅建版の契約書・重要事項説明書等の書式を廃
止し、ダウンロードページからの書式の提供サービスにつきましても終了いたします。

　そこで、大阪宅建版の書式をご使用いただいている皆さまには、平成30年4月1日から、
全宅連版書式のご使用をお願い申し上げます。

＜ご注意＞　平成30年4月1日から、宅地建物取引業法が改正施行されます。

法改正に対応していない書式を使用されますと、宅地建物取引業法違反による行政処分の対象とな
る可能性や説明不備によって取引関係者に損害を与えるおそれがございますので、最新の法改正に
対応した適切な書式をご使用いただきますよう、併せてご留意ください。

全宅連版重要事項説明書・契約書式のダウンロード方法については、

全宅連Webサイト：http://www.zentaku.or.jp/  から「書式のダウンロード」
　

もしくは大阪宅建Webサイトの会員のページにログイン  ⇒  「ダウンロード」のページをクリック  ⇒　　
ページ上部の “【重要】大阪宅建版契約書・重要事項説明書書式の廃止について”  よりご確認下さい。

また、“大阪宅建版と全宅連版の書式の違い”や“全宅連版の使用方法”については、
次のページにご案内する業務フォローアップ講習

「全宅連版契約書・重説等への移行フォロー講習」にて解説いたします。
4月から初めて全宅連版を使用される方は、この機会に是非ご受講下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（定員は先着100名のため、お早目にお申込み下さい。）

　なお、全国共通書式の全宅連版では補えないような、「大阪」という地域特性への対応が必要な場合
の記載例等につきましては、今後も随時、対応させていただきます。
　会員の皆さまには一時的に大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願
いいたします。

 



4

不動産実務に直結する！業務フォローアップ講習のご案内

《研修内容》
　平成３０年３月末にて大阪宅建版の契約書・重要事項説明書
等の書式は廃止され、４月以降は全宅連版を使用していただく
こととなります。大阪宅建版と全宅連版の書式の違いや、使用
方法などについて解説し、移行をフォローする講習です。

全宅連版契約書・重説等への移行フォロー講習

ご 氏 名
フリガナ

会 社 名

免許番号

電話番号

FAX番号

受講申込書

送り先ＦＡＸ番号：０６－６９４３－８２１１

●申込手続が完了しましたら、受付印と受付番号を記入して
　FAXで返信いたします。
●１社につき２名まででお願いいたします。

受　付　欄

日　時 ： 平成30年３月26日（月）　14：00開演 ～ 16：00 終了予定

会　場 ： 大阪府宅建会館　２階大会議室　〔大阪市中央区船越町２－２－１〕

講　師 ： 大阪宅建協会認定　研修インストラクター

　　　　 若原　朋之　氏 ・ 笹倉　太司　氏 ・ 和田　俊信　氏　　　　　

受講料 ： 無料

主　催 ：（一社）大阪府宅地建物取引業協会　研修委員会

申込み ： 下記申込書に必要事項を記入し、FAXにてお申込み下さい。（定員：先着 100名）

実 施 概 要
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新入会員（12月度）　第9回理事会（12月22日）で承認された皆さまです

支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

北
㈱エヌプラス 中 川　 琢 朗 北区梅田1-3-1　大阪駅前第1ビル6階 06-4256-7945 ①60001

㈱ＮＹＴＨ 宇 都 宮　 隼 北区西天満3-6-22　日宝北大阪屋ビル502号 06-6315-1011 ①60041

中央

㈱アインツエステート 平 田　 雅 一 中央区内平野町1-3-12　
ajディナスティ大手前ビル603号 06-6948-6540 ①60048

㈱Ｋ・Ｗｏｒｋｓ 岩 鼻　 和 記 中央区南船場1-3-14　ストークビル南船場609号 06-4300-3007 ①60051

㈱バンクシー 坂 下　 優 作 中央区南船場4-12-22　心斎橋東栄ビル501号 06-4708-3962 ①60024

西
㈱エム・ティ・ジー 松 永　 浩 一 浪速区日本橋5-12-7　赤松ビル3階 06-6630-4880 ①59163

東南興産㈱ 塩 津　 有 喜 港区築港4-1-1　辰巳商会ビル7階 06-6576-1901 ⑬12760

なにわ南 ㈱関西木材市場 久 我　 四 郎 住之江区南港東1-2-20 06-6612-1151 ①59989

なにわ阪南 ㈱ＹＯＳＨＩＫＩ 宮 川　 宗 貴 阿倍野区阪南町2-5-2　2階 06-6621-1222 ①60066

北摂
㈱ウィズライブハウジング 西 座 廣 一 郎 豊中市原田元町1-11-18 06-7173-3595 ①60069

㈱登工務店 三宅　登美惠 豊中市二葉町2-5-9 06-6332-9139 ①60019

北大阪 ㈱喜楽 淵 上　 靖 茨木市水尾2-14-35 072-636-8087 ①60042

京阪河内 セントラルヴィレッジ㈱ 中 村　 治 政 枚方市茄子作4-34-3　1階 072-392-3299 ①60050

東大阪八尾 インターハウス 新 平　 昌 弘 東大阪市吉田1-7-36　小川ビル202号 072-975-6318 ①60067

平成29年12月末現在の会員数は  正会員　7,899名   準Ａ　640名   準Ｂ　4,706名 

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。パズルの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはＥメールで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会　社　名

‼
懸賞付き

Ｑ 1 32

7 8

C

A
10

9

D

B
●ヨコのヒント
１　ウミガメが産卵のために
　　上がる
３　刀は魂でござる！
５　冬から春へと移り変わる
７　おとり広告は宅建業法
　　○○○です！
９　赤・緑・青は○○○の
　　三原色
10　春に咲くのは桜やタンポポ
11　ラクダの背中に１つか２つ

●
タ
テ
の
ヒ
ン
ト

１　

大
相
撲
に
参
加
す
る
選
手
の
こ
と

２　

無
意
識
に
や
っ
て
し
ま
う
し
ぐ
さ

４　

資
格
を
取
る
た
め
に
受
け
る

６　

料
理
を
も
う
１
皿
○
○
○
注
文

８　

赤
べ
こ
や
虎
等
の
木
型
に
紙
を

　
　

貼
っ
た
民
芸
品

９　

３
月
３
日
は
○
○
ま
つ
り

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 「たくっちのお昼ね。。」係
ＦＡＸ：06-6809-4462　Eメール：info@osaka-takken.or.jp
平成30年4月10日（火）到着分まで有効とし、商品の発送をもっ
て当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

フ ロ ア

前回の答え
パズルの解答

ＢA Ｃ Ｄ

4

5 6

11

Eメールはこちら
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新入会員（1月度）　第10回理事会（1月29日）で承認された皆さまです

支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪 合同会社レア 毛 利　 豊 彦 淀川区西中島4-9-22　新大阪弘栄ビル2階 06-6885-2627 ①60071

北 ㈱春光 中 平　 史 也 北区中津1-2-21　中津明大ビル801号 06-6136-8161 ①59974

中央

㈱ＢＡＳＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 犬 伏　 淳 中央区谷町3-1-25 06-6949-4951 ①60018

㈱拓都実業グループ 佐 藤　 優 子 中央区内本町2-4-16　オフィスポート内本町402号 06-6945-7224 ①60102

ビーアーム㈱ 松谷　竜二郎 中央区北浜3-2-25　京阪淀屋橋ビル8階 06-6222-0181 ①60114

㈱モノマル 西 川　 巨 樹 中央区安土町1-7-20　新トヤマビル6階 06-4705-1085 ①60118

㈱喜久屋 水久保喜代子 中央区北久宝寺町4-2-2　久宝ビル402号 06-6258-6639 ①59965

㈱日本商業企画 宇 野　 正 樹 中央区難波2-3-11　ナンバ八千代ビル11階Ｅ号 06-6123-7686 ①60124

㈱リアルアセットマネジメント 川 本　 大 修 中央区南船場2-7-19　ネオ南船場ビル2階 06-6265-5677 ①60132

西 結ＴＲＵＳＴ㈱ 坂 根　 至 西区江戸堀1-19-10　三共肥後橋ビル5階 06-6225-3522 ①60115

なにわ京阪 大起建設㈱ 石 盛　 輝 行 鶴見区今津中4-1-20 06-6963-8200 ①60010

なにわ東
㈱ＮＥＸＴ　ＵＰ 岡 本　 匠 東成区東小橋3-1-15　ＮＫＢビル1階 06-6720-8027 ①60112

日光住建㈲ 中 尾　 圭 祐 天王寺区堂ヶ芝2-6-3　エルエムヒルズ堂ヶ芝1階 06-6776-8895 ①60117

なにわ阪南
㈱アイリスケアサービス 辻 　 隆 東住吉区東田辺1-1-8 06-6629-8015 ①60085

㈱ｉ’ｍ　ｈｏｍｅ 佐 野　 雅 史 平野区平野西5-4-15 06-6707-0803 ①60079

北摂
㈱恵ケアグループ 村 林　 翼 豊中市旭丘4-104　101号 06-6335-4106 ①60045

㈱みのパラ 田 中　 聡 箕面市箕面3-1-5　101号 072-743-6407 ①60090

北大阪
㈱コアプランニング 池 田　 幸 作 茨木市舟木町1-26　3階 072-652-3303 ①60077

合同会社ＤＡＷＮ財産コンサル 平 野　 哲 也 高槻市南平台3-27-5 080-3807-3766 ①60065

京阪河内 パートナーズ不動産㈱ 松 原　 大 輔 枚方市東田宮1-3-21　藤本ビル3階 072-843-6801 ①60084

東大阪八尾 ㈱ビーライン 吉 田　 茂 八尾市東町6-104 072-973-7088 ①59981

堺市
㈱住まい工房 集 多 島　 壽 郎 堺市南区高尾1-358-1 072-274-7757 ①60074

パワーホーム南大阪㈱ 竹 家　 昌 希 堺市北区長曽根町29　シュライクなかもず702号 072-258-8208 ①60073

泉州 ㈱大阪エステート 豊 山　 釣 一 岸和田市大町466-1 072-443-6677 ①60104

平成30年1月末現在の会員数は  正会員　7,904名   準Ａ　643名   準Ｂ　4,699名 
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Report大阪宅建の動き

　宅建協会創立60周年・保証協会45周年記念講演
会・記念式典・祝賀会が1月22日（月）、ヒルトン大
阪にて開催されました。
　はじめに、記念講演会が催され、シンクロナイズ
ドスイミング日本代表ヘッドコーチの井村雅代氏よ
り、「あなたが変わるまで、わたしはあきらめない」
をテーマに、力強いメッセージをいただきました。
　記念式典では、来賓として伊藤博全宅連会長及び
松井一郎大阪府知事（代理 竹内廣行副知事）にご祝
辞を賜り、大阪府と全宅連よりそれぞれ感謝状が贈
呈されました。
　続いて顕彰として、各種受賞者の名前と功績が紹
介され、阪井会長から受賞者に対して表彰状が授与
されました。
　平成29年度の各種表彰受賞者は次の通りです。

（順不同・敬称略）

平成29年11月
　黄綬褒章
　　高村　永振　氏（北摂支部）

平成29年11月
　黄綬褒章
　　日髙　　順　氏（西支部）
平成29年5月
　産業功労により大阪府知事表彰
　　三尾　順一　氏（北支部）

　さらに、永年にわたり宅地建物取引業にご尽力さ
れてきた会員表彰、本部役員表彰受賞者および前監
事団に対して、阪井会長から各代表者へ賞状が授与
されました。
　祝賀会では、来賓として大橋一功大阪府議会議長
及び山下昌彦大阪市会議長にご祝辞をいただいたほ
か、府議会議員、市議会議員、大阪府市町村長及び
友好団体の皆さまに多数ご臨席いただきました。
　髙瀬顧問による乾杯の後には、ビッグバンド「ニ
ューサードハードオーケストラ」による情熱的で華
やかなジャズの音色が会場を彩りました。
　最後に門川顧問の万歳三唱で盛会裏に終了しまし
た。

宅建協会創立60周年･保証協会45周年　記念講演会･記念式典･祝賀会を開催

▲井村雅代氏による講演 ▲感謝状が贈呈されました

▲鏡開きで華やかに ▲ビッグバンドと阪井会長
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■ 名誉役員・ＯＢ会　
　 平成30年 新年互礼会を開催
　１月24日（水）、ホテル日航大阪において、大阪
宅建協会 名誉役員・ＯＢ会新年互礼会が開催され
ました。
　来賓として三尾副会長、大西総務広報委員長にご
出席いただき、総勢41名参加のもと、濵村会長か
ら新年の挨拶が行われ、盛大に新年をお祝いいたし
ました。

■ 平成29年度
　 女性部会GLセミナーを開催
　２月20日（火）大阪府宅建会館2階において、南京
中医薬大学教授・中医学博士の楊さちこ氏を講師に
迎え、「中医学に基づく健康と美容のセミナー」の演
題で講演が行われました。
　楊先生は、日本では香港・中国のアジアンコスメ
の第一人者として広く知られており、香港では、香
港中薬聯商会の顧問として、効力と安全性を兼ね備
えた高品質の漢方コスメ・健康薬の商品開発に携わ
られ、アジアンビューティーの伝道師としてテレビ
や雑誌に多数取り上げられるほか、中医学美容セミ
ナーや健康講習会を展開され、「美と健康に関する

トータルプロデューサー」として、活躍の場を広げ
られています。
　中医学の視点からみる美容法・健康法を学びなが
ら、大阪出身である楊先生ならではの「おもしろい
のにためになる」お話に、会場には終始笑い声がこ
だまする楽しいセミナーとなりました。
　

■ 研修インストラクター全体会議を開催
　２月22日（木）、大阪府宅建会館7階会議室におい
て、研修委員会メンバーと研修インストラクター
14名による全体会議が開催されました。
　会議では、研修インストラクター制度や委嘱に関
すること、大阪宅建ビジョンの５大戦略である「不
動産授業」に関すること、業務フォローアップ講習
の運営に関することについて協議されました。
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　２月６日（火）、シティプラザ大阪において、
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）大阪府支部発足式が
開催されました。（支部長：橋本嘉夫氏）

　支部発足式終了後は、以下のテーマで記念講演が開催されました。
テーマ１
　「賃貸管理の重要性と中小業者の生き残り策」
　（一社）全国賃貸不動産管理業協会　　会長　佐々木　正勝氏
テーマ２
　「全宅管理顧問弁護士が語る　
　今知っておくべき民法改正のポイントとその影響」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　佐藤　貴美氏

　講演に関して、参加者より「さまざまなリスク対策としての心構えとスキル・知識の向上の重要性が理解で
きた」「わかりやすくポイントが理解でき、今後に備えられそうだ」等々の、“実務的で仕事に活かせる内容で
ある”という声が寄せられ、大変好評を博しました。
　その他、提携会社による事業内容の紹介や、国土交通省近畿地方整備局による賃貸住宅管理業者登録制度
についての周知もされました。

News関連団体の動き

全宅管理は、全国で最大数の賃貸不動産管理業者が所属する“賃貸不動産管理のプロ集団”です！

全宅管理

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会

大阪府支部発足式・記念講演を開催

　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）は、賃貸不動産管理業界最大の会員数を誇り、「賃貸不

動産管理業」を単に賃貸媒介の付随業務にとどまらない独立かつ主体的な業務であると捉え、賃貸管理業の強

力なサポートツールを続々投入しています！（宅建協会の会員のみ入会できます。）

※入会キャンペーン内容・サポート事業の詳細は、全宅管理Webサイトをぜひご覧ください。　　

　今年度ご入会の方（新規開業入会者）は、入会金免除等の特典もございます‼

賃貸不動産
管理業界

最大の会員数

賃貸不動産
管理業界

最大の会員数

～　ただ今入会キャンペーン実施中　～

期間限定：平成30年3月31日
入会受付分まで

全宅管理くわしくは で検索

全宅管理 入会のご案内全宅管理 入会のご案内全宅管理 入会のご案内
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　本講座では、代表者や宅地建物取引士だけではなく、宅地建物取引業に従事するすべての従
業者を対象に、大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」や「宅地建物取引業法第47
条第1号と同和地区に関する告知（大臣答弁）」及び「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例」などの法令等をはじめ、営業や窓口での対応時の基本応対など宅地建物取引業を行
う上で、理解しておかなければならない人権問題について、わかりやすく解説します。
　代表者の皆さまにおかれましては、是非とも従業者が受講いただけますよう、ご配慮をお願
いします。

“人にやさしい宅建業者“ としてイメージアップ‼

 人権推進員になるには  　　　　“人権推進員養成講座受講修了”が、認定要件となります。

 人権推進員に認定されると 　　“認定証”と“ステッカー ”が交付されます。 

ステッカーを事業所の入口に貼っていただき、「人にやさしい宅建業者」としてイメージアップを図って下さい。
今後、大阪府や府下市町村広報等でも紹介していきます。

 申込み方法は　　（一社）大阪府宅地建物取引業協会あてお申込み下さい。
　　　　　　　　　　お問い合わせ先　 法務部　TEL　０６－６９４１－８１９７

★　その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　 ＜ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

◇ 開催日時　
　 4/18（水）、6/6（水） 、8/1（水）、
　 10/3（水）、12/5（水）、H31/2/6（水）
　 午後1時30分から午後5時00分まで
　  （※午後1時から受付開始）

◇ 会    場　  全日大阪会館
            　　 地下鉄谷町線天満橋駅３番出口より
　　　　　　　　  徒歩３分
　　　　　　（大阪市中央区谷町1-3-26）

◇ 受 講 料　　無　料

宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内 宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

講座内容に関するお問合せ先　 大阪府住宅まちづくり部建築振興課　宅建業指導グループ
　　　　　　　　　　　　　　 TEL  ０６－６２１０－９７３４
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 平成30年３月
会　員　各　位
 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会
 総務広報委員会

当協会の広報活動に関するアンケート調査について（依頼）

　大阪府宅地建物取引業協会では、シンボルマークや当協会の事業内容に関する周知の状況を把握し、今後
の協会の事業推進に係る施策及び広報活動の指針とすることを目的として、平成27年７月～平成29年９月
に認知度調査（インターネット調査）を実施しています。（簡易調査を含む） 
　平成29年９月に実施した、認知度調査結果の概要は、下記のとおりです。

【認知度向上を目指して・・・】　
　大阪府在住の一般消費者等に「ハトマーク」「大阪宅建協会」が認知されていない上記の結果を踏まえ、当協
会の認知度向上や正しい理解を促進していくため、このたび総務広報委員会では、訴求対象に適した広報媒
体を活用し、効果的な広報活動のありかたを検討してまいりますので、

会員の皆様におかれましては、次頁アンケートにご協力をお願い申し上げます。

「知っている」と回答した人の中で不動産関連のマークと答えた人は54.6%、つまり正確に認知しているのは6.5%

正しく認知しているのは、1,000人中65名しかいない！

「大阪宅建協会」を知っていますか？

大阪宅建協会を
知っている人の割合

３．６％

調査対象サンプル：大阪府内在住の15 ～ 69歳の男女1000名（不動産事業者及びその家族は除く）

ハトマーク」を知っていますか？ どの業界のマークですか？
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広報活動等に関するアンケート
【ご回答者様ご自身について】
Q1. 性別を教えて下さい。［ 男性　・　女性 ］
Q2. 年代を教えて下さい。［ 10代  ・  20代  ・  30代  ・  40代  ・  50代  ・   60代  ・  70代以上 ］
Q3. 事業所での役職を教えて下さい。［ 会員代表者  ・  会員従業者  ・  会員家族  ・   　　　　　　　　 ］
Q4. 貴社の主な顧客はどなたですか。［　一般消費者  ・  事業者（法人）   ・   一般消費者と事業者双方 ］
Q5. 現在、協会から委嘱されている役職があれば教えて下さい。［ 本部役員  ・  支部役員  ・  代議員 ］

【現在の事業及び広報活動について】
Q6. 宅建NEWS　TOMORROW OSAKA3月号について、関心をお持ちになった記事を教えて下さい。

Q7. 大阪宅建協会では、以下のような事業及び広報活動を行っております。
   このうちご利用（参加）されたことがあるもの、聞いたことがあるものはありますか。  （複数回答可）

利用（参加）したことがある 聞いたことがある
①　まちを美しくする清掃美化活動 □　 □
②　大阪府警察と連携した防犯啓発活動 □　 □
③　不動産無料一般相談フェア □　 □
④　地域イベントや自治会への協力 □　 □
⑤　高校や大学で行う不動産出張授業 □　 □
⑥　不動産業開業サポート □　 □
⑦　不動産に関するセミナー・講習会 □　 □
⑧　会員のビジネスをサポートする業態別講習やセミナー □　 □
⑨　不動産情報検索サイト「ハトマークサイト」 □　 □
⑩　顧問弁護士による無料法律相談 □　 □
⑪　会員専用相談窓口 □　 □
⑫　公式Facebookページの運用 □　 □
　　　　

【今後の事業及び広報活動について】※印については、財源確保の検討が必須。
Q8. 大阪宅建協会の事業及び広報活動で、今後積極的な取組みが必要と思われるものはどれですか。（複数回答可）
①　協会がスポンサーをつとめるスポーツ大会の実施 □
②　たくっちのゆるキャライベントへの参加 □
③　Web 広告 □
④　twitter・LINE・Instagram 等のソーシャルネットワークサービス □
⑤　新聞広告 □
⑥　鉄道・バス等の交通広告 □
⑦　ラジオ番組のスポンサー・ＣＭ提供　※ □
⑧　テレビ番組のスポンサー・ＣＭ提供　※ □
⑨　販促用協会ノベルティの配布⇒［具体的に： ］ □
　　　　
　≪その他ご意見等≫

ご協力ありがとうございました。お手数ですが、４月６日（金）までにＦＡＸにてご返送お願い致します。

ご返送先FAX：06-6809-4462
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不動産流通
関連サイト
のお知らせ

【再掲】　《（公社）近畿圏不動産流通機構からの大切なお知らせ》

近畿レインズIP型システム利用料の
 お支払方法が変わります！

　前号にてご案内のとおり、現在、近畿レインズIP型システムのご利用料金は、「NTTコミュニケーションズ
（株）」の「CoDen（コデン）ペイメント」サービスを通じてご請求させていただいておりますが、同サービスの
終了に伴いまして、平成30年7月より、新たに「SMBCファイナンスサービス（株）」を通じてご請求させてい
ただくこととなりました。
　本変更に伴うお支払方法の変更点、ならびに会員の皆さま各自で行っていただくお手続きは以下の通りです。

●変更内容　（平成30年2月時点）

現在 変更後（平成30年7月以降）

請求書の様式 封書 圧着ハガキ

お支払方法 口座振替 または 払込票 （銀行・郵便局・
コンビニエンスストアで利用可能）

口座振替 または 払込票 （コンビニエン
スストアのみで利用可能）

NTT公共料金と合算支払可能 NTT公共料金と合算支払不可

口座振替事前通知 封書 Eメール※（WEBから通知書をダウンロード）

口座振替通帳印字
（一部金融機関除く）

ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ SMBC（ｷﾝｷﾚｲﾝｽﾞ

※通知の要否および受信用メールアドレスは、近畿レインズIP型システムにログイン後、「ユーザー設定」画
面で設定できます。（「ユーザー設定」画面は平成30年4月頃に変更予定）なお、通知の要否については、初
期設定は「不要」で設定されます。通知が必要な場合は、平成30年6月頃までにご自身で「ユーザー設定」画
面にて設定を変更してください。

●サービス変更時期について
平成30年6月21日以降にIP型システムの画面上で精算処理された利用料から、「SMBCファイナンスサービ
ス」からのご請求に切り替わります。

●【重要】　会員の皆さま各自で必要なお手続きについて
① 平成30年２月～３月頃にかけて、全ての会員様に口座振替申込書を郵送させていただきますので、口座

振替をご希望の方はお申込手続きをお願いいたします。
　　（お申込をされない場合、お支払い方法は自動的に「払込票 （コンビニエンスストアのみ）」となります。）
② 現在、口座振替にてお支払いの会員様も、引き続き口座振替をご利用される場合は、改めて口座振替の

お申込をいただく必要がありますのでご注意ください。
　　（お申込をされない場合、お支払い方法は自動的に「払込票 （コンビニエンスストアのみ）」となります。）

サービス内容の詳細につきましては、（公社）近畿圏不動産流通機構Webサイト
（www.kinkireins.or.jp) 平成30年2月７日付 お知らせ「【重要】利用料支払方法
が変わります」に掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。
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大阪宅建協会本部事務局　各種問い合わせ先一覧
　大阪宅建協会本部事務局では、会員の皆さまから、以下のようなお問い合せをいただきます。

…等

　いただくお問合せのうち、以下については大阪宅建協会以外が窓口となります。
協会会員向け業務支援や福利厚生に関する提携企業紹介／損害保険総代理店制度
株式会社大阪宅建サポートセンター

電　　話
（代　　表） 06-6910-0100

　大阪市中央区谷町1-7-4　ＭＦ天満橋ビル7F （保険業務） 06-6910-0770

家賃債務保証事業　「たくっちサポート保証」
株式会社大阪宅建サポートセンター　保証事業部 電　　話 06-6947-7900　大阪市中央区北浜東1-17　野村ビル2F

宅地建物取引士（大阪登録）の登録事項変更手続き
大阪府住宅まちづくり部　建築振興課　宅建業免許グループ 電　　話 06-6210-9733　大阪市住之江区南港北1-14-16　咲洲庁舎2F

宅地建物取引士（大阪登録）の法定講習／宅地建物取引士証に関する手続き
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター 電　　話 06-6944-0281　大阪市中央区船越町2-2-1　大阪府宅建会館3F

取引相手が会員か調べてほしい 不動産手帳とカレンダーを購入したい

重説・契約書を
ダウンロードしたい

Webページのユーザー名
とパスワードがわからない

宅建業免許の更新
について知りたい

不動産取引に
関する相談をしたい

　大阪宅建協会では、このような会員の皆さまのお問合せに応じて、受付窓口を各個設けております。
　下記の「お問合せ内容」をご参考に、直通ダイヤルまでご連絡ください。

主なお問合せ内容 お問合せ先 電話・FAX
●研修や講習会に関すること●

新入会員講習会・不動産業務研修会（WEB 研修）
業務フォローアップ講習・広告作成研修会
不動産キャリアパーソン
宅地建物取引業人権推進員養成講座
不動産コンサルティング関連 など

法　務　部 電　　話　06-6941-8197
Ｆ Ａ Ｘ　06-6943-8211

●書式のダウンロードや操作方法●
全宅連 / 大阪宅建協会制定重要事項説明書・契約書式 など

●関連 Web ページ操作方法、
　ユーザー名とパスワード照会に関すること●

大阪宅建 Web ページ・大阪宅建協会メールマガジン
レインズ・ハトマークサイト・不動産ジャパン
大阪府宅地価格システム・既存住宅価格査定マニュアルなど

管　理　部 電　　話　06-6943-8210
Ｆ Ａ Ｘ　06-6946-0320

●顧問弁護士による無料法律相談のご予約●
●宅建業免許に関すること●

宅建業免許更新・変更届出申請など

企画事業部 電　　話　06-6809-4461
Ｆ Ａ Ｘ　06-6809-4462

●大阪宅建協会頒布物・販売物に関すること●
広報誌 TOMORROW OSAKA・カレンダー・不動産手帳
税金解説書・業者票の販売など

●会員ビジネス支援・たくっちに関すること●
宅地建物取引士試験対策講座・業態別ネットワーク
ビジネス交流会・社会貢献活動など

●弁済業務保証金分担金の返還に関すること●
廃業届出申請

保 証 協 会 電　　話　06-6943-0704
Ｆ Ａ Ｘ　06-6941-3480

●不動産取引・宅建業の実務に関するご相談● 会 員 専 用
相 談 窓 口

電　　話　0570-7
㋤ ㋳ ㋯
83-8

㋩ ㋣ へ
10

［月曜日・金曜日］
　受付時間 　10：00 ～11：30

　　　　　13：00 ～15：30
●その他、協会や会員に関するお問合せ● 代　　　表 電　　話　06-6943-0621
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たくっち通信
大阪宅建が
「2025年国際博覧会の大阪誘致活動」

オフィシャルパートナーに就任！
　2018年11月の開催地決定まで、大阪府への万博誘致活
動を展開していきますので、皆さま応援よろしくお願いし
ますっち☆

vol.４

『そこまでやるか！大阪宅建　　　　ビジョン実現への道』『そこまでやるか！大阪宅建　　　　ビジョン実現への道』　　　

　   不動産出張授業
　   「はじめての一人暮らし（賃貸編）」を開講‼
　大阪宅建ビジョンの５大戦略の1つである不動産
出張授業を、大阪府立平野高等学校２年生の全クラ
スを対象に、1月31日（水）及び２月２日（金）の２日
間にわたり開講しました。
　講師は、大阪宅建の研修委員長及び研修インスト
ラクターである長尾敏春氏。住まい探しのポイント
から一人暮らしに伴うマナーや金銭管理の注意点等
をはじめ、講師の実体験をもとにした一人暮らしに
まつわる授業を展開しました。
　受講した生徒にアンケートを実施したところ、約
8割の生徒から「家賃の話がよくわかった」、「親身
になってもらえる担当者に住まい探しをお願いした
い」、「一人暮らしをはじめるときに授業を思い出し
て実践したい」、「もっと色々聞きたかった」等の感
想が寄せられ、さらに不動産取引や宅建業について
も興味を持っていただくことができました。

初 　  「たくっちビジネス交流会　
　　 仕事につなげよう ～縁～ 」を開催‼
　会員企業と他業界とをつないでビジネスチャンス
を生み出すため、大阪宅建の初めての試みとして、
青鳩会主催「たくっちビジネス交流会　仕事につな
げよう～縁～」を、２月23日（金）大阪国際会議場に
て開催しました。

　総勢218名（会員：185名、一般：33名）が来場し、
51社の出展企業・団体から商品のPR説明を受けた
り、名刺交換をする等活発に交流が行われました。
また、同時に開催された業態別講演会は各回大盛況
でした。
　来場者の方からは、「知見が増え、参考になった」
「ビジネスにつながる」といったご意見や、出展者か
らは、「たくさんの方にサービスを紹介できた」「大
変反響があった」といったご感想を頂きました。
　青鳩会ではこれからも、大阪宅建会員のビジネス
をサポートしていくための会員支援活動を行なって
いきます。

初
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